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４
月
８
日（
日
）神
奈
川
県
議
会
議
員
選
挙

　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
知
事
選
挙

４
月　

日（
日
）葉
山
町
議
会
議
員
選
挙

２２

投
票
時
間　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時
ま
で

投
票
所　

下
記
の　

ヶ
所

１０

　

朝
日
・
読
売
・
毎
日
・
神
奈
川
・
東
京
・

産
経
・
日
経
の
７
新
聞
に
よ
る
折
込
み

　

県
議
会
議
員
選
挙
・
県
知
事
選
挙
は
、
４

月
４
日（
水
）、
町
議
会
議
員
選
挙
は
４
月　
１９

日（
木
）の
予
定
で
す
。

※
７
新
聞
の
購
読
を
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
の

人
は
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
知
ら
せ
い

た
だ
く
か
、
町
の
公
共
施
設
、
ス
ー
パ
ー
、

銀
行
、商
店
な
ど
に
も
配
置
し
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

県
議
会
議
員
選
挙
・
県
知
事
選
挙

　

４
月
７
日（
土
）ま
で

　

町
議
会
議
員
選
挙

　

４
月　

日（
水
）〜
４
月　

日
（
土
）

１８

２１

　

期
間
中
・
毎
日
午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

３０

消
防
庁
舎
１
階　

会
議
室

　

投
票
所
入
場
券
（
お
手
元
に
届
い
て
い
る

場
合
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

問
合
せ　

葉
山
町
選
挙
管
理
委
員
会
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線
四
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バス停� 池
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上
山
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期
日
前
・
不
在
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投
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期
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選
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配
布

折
込
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日

期
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前
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不
在
者
投
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期
日
前
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不
在
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投
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す
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も
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

四
月
に
、
六
五
歳
以
上
の
人
へ
介
護
保
険

料
の
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
ご
自
分
の
納

付
方
法
と
納
付
金
額
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

納
付
方
法
に
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
、
納
入

通
知
書
か
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
「
普
通

徴
収
」
が
あ
り
ま
す
。

納
付
方
法
の
切
り
替
え
に
つ
い
て

　

今
年
度
か
ら
、
普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴
収

に
切
り
替
わ
る
時
期
が
四
月
、
六
月
、
八
月
、

十
月
の
年
四
回
に
な
り
ま
し
た
。
六
五
歳
到

達
時
や
転
入
時
は
当
初
普
通
徴
収
で
す
が
、

年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）
の
受
給
が

あ
り
、
年
金
の
年
額
が
十
八
万
円
以
上
の
人

は
、
特
別
徴
収
の
対
象
者
と
し
て
把
握
さ
れ

る
と
、
お
お
む
ね
そ
の
六
ヵ
月
後
か
ら
原
則

と
し
て
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
人
へ

　

四
月
〜
九
月
ま
で
の
六
ヵ
月
間
の
保
険
料

を
「
介
護
保
険
料
（
仮
徴
収
）
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
に
よ
り
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

●
前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
だ
っ
た
人
は
、今
年

二
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
額
と
同

額
が
、四
月
・
六
月
・
八
月
の
三
回
天
引
き

さ
れ
ま
す
。今
年
二
月
に
天
引
き
さ
れ
て
い

な
い
と
き
は
、「
普
通
徴
収
」と
な
り
ま
す
。

●
四
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
人
は
、

前
年
度
保
険
料
額
の
六
分
の
一
ず
つ
が
四

月
・
六
月
・
八
月
の
三
回
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

●
六
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
人

は
、
前
年
度
保
険
料
額
の
四
分
の
一
ず
つ

が
六
月
・
八
月
の
二
回
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

（
前
年
度
保
険
料
額
の
二
分
の
一
を
六

月
・
八
月
の
二
回
で
納
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
四
分
の
一
ず
つ
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
普
通
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
）

●
八
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
人

（
四
月
か
ら
六
月
は
普
通
徴
収
と
な
り
ま

す
）
は
、
前
年
度
保
険
料
額
の
六
分
の
一

が
八
月
に
天
引
き
さ
れ
ま
す
。（
特
別
徴

収
の
通
知
は
五
月
に
郵
送
し
ま
す
）

※
十
月
〜
三
月（
六
ヵ
月
間
）の
保
険
料
は
、町
民

税
が
確
定
後
の
七
月
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

普
通
徴
収
の
人
へ

　

四
月
〜
六
月
ま
で
の
三
ヵ
月
間
の
保
険
料

を
「
介
護
保
険
料
（
仮
徴
収
）
納
入
通
知
書
」

に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

納
入
通
知
書
に
よ
り
、
指
定
さ
れ
た
金
融

機
関
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
口

座
振
替
を
申
込
ん
で
い
る
人
は
、
指
定
口
座

か
ら
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

●
七
月
以
降
も
普
通
徴
収
の
人
は
、
前
年
度

保
険
料
額
の
十
二
分
の
一
ず
つ
を
四
月
・

五
月
・
六
月
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
八
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
人

は
、
四
月
の
通
知
で
は
前
年
度
保
険
料
額

の
十
二
分
の
一
ず
つ
を
四
月
・
五
月
・
六

月
に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
五
月
〜
七
月
の
三
ヵ
月
分
を
五

月
・
六
月
の
二
回
で
納
め
て
い
た
だ
く
よ

う
に
な
る
た
め
、
五
月
・
六
月
の
保
険
料

額
が
前
年
度
保
険
料
額
の
八
分
の
一
ず
つ

に
変
わ
り
ま
す
。（
四
月
の
保
険
料
額
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。）保
険
料
額
変
更
後
の
納

入
通
知
書
は
、
五
月
に
送
付
し
ま
す
。

※
七
月
〜
三
月（
九
ヵ
月
間
）の
保
険
料
は
、町
民

税
が
確
定
後
の
七
月
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

※
災
害
、失
業
、倒
産
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
は
、保
険
料
の
減
免
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
一
〜
二
三
三

平
成
十
九
年
度
介
護
保
険
料（
仮
徴
収
）

の
お
知
ら
せ（
六
五
歳
以
上
の
人
）

　

医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
場

合
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
高
額
医
療
費
制
度
に
つ
い
て
、
今
年

四
月
か
ら
は
、
入
院
の
場
合
、
一
医
療
機
関

ご
と
に
窓
口
で
の
支
払
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

入
院
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
、
医
療
機
関

へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
と
、
高
額
療
養

費
の
支
給
申
請
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
外
来
や
複
数
の
医
療
機
関
へ

の
支
払
で
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
従
来

ど
お
り
後
か
ら
申
請
を
し
て
支
給
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

七
〇
歳
以
上
の
人
は
、高
齢
受
給
者
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
限
度
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
認
定
証
交
付
に
は
基
準
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

健
康
増
進
課　

�
内
線
二
一
一
・
二
一
三

今
年
四
月
か
ら
七
〇
歳
未
満
の

高
額
療
養
費
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

家庭用電動生ごみ処理機の購入費補助制度家庭用電動生ごみ処理機の購入費補助制度
　町ではごみ減量化のため、生ごみを

家庭で処理する家庭用電動生ごみ処理

機の購入費の一部を補助します。補助

できる件数や機種に制限がありますの

で、希望者は必ず事前に相談してくだ

さい。

対象者　町在住者（法人除く）

対象機種　電動式または手動式で機械

的に水分調整を行い、生ごみを減量

化または堆肥化させるもの（圧縮ま

たは脱水などの方法で発生した処理

水を家庭排水管などに直接排水する

機種、及びコンポスト型、ＥＭ型な

どの生ごみ還元器は除く）

対象個数　１世帯１基まで

補助金額　購入金額の２分の１の金額

で、２万円を上限とする（本体と一

括購入した最低限必要な基本材や微

生物などの購入代金と消費税。ただ

し、運搬や設置などの費用は含まな

い）

申請方法　①領収書、②印鑑、③本人

名義の預金通帳の番号などが分かる

もの、④商品のパンフレットなどを

持参してください。

問合せ　環境課　�内線４５２
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葉
山
芸
術
祭
は
今
年
で
十
五
回
目
を
迎
え

ま
す
。
住
民
主
導
の
試
み
と
し
て
始
ま
っ
た

芸
術
祭
も
、
い
ま
で
は
地
域
の
文
化
度
を
表

す
好
例
と
し
て
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
成
長
し
ま

し
た
。

　

町
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン（
共
作
）

　

今
年
、
葉
山
芸
術
祭
は
地
域
の
自
然
・
文

化
環
境
を
保
護
・
育
成
し
て
き
た
立
場
か
ら

「
昭
和
の
日
」
創
設
記
念
事
業
を
支
援
、
活

動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
特
に
そ
の
こ
と
が

芸
術
祭
を
通
じ
、
広
く
町
民
の
知
る
と
こ
ろ

と
な
り
、
町
民
の
意
見
が
良
く
反
映
さ
れ
、

自
然
・
文
化
環
境
を
保
護
・
育
成
す
る
活
動

に
結
び
つ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ

　

芸
術
祭
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ま
で

新
聞
折
り
込
み
と
い
う
形
で
町
と
横
須
賀
秋

谷
地
区
に
配
布
し
て
き
ま
し
た
。
今
年
か
ら

は
町
内
外
二
〇
店
舗
の
「
サ
ポ
ー
ト
シ
ョ
ッ

プ
」
と
「
公
共
機
関
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
置
場
」

に
て
、
今
月
上
旬
か
ら
配
布
し
ま
す
。「
サ

ポ
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ
」
の
入
り
口
付
近
に
は
、

芸
術
祭
の
マ
ー
ク
の
入
っ
た
バ
ナ
ー
が
下
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

入
手
で
き
る
最
寄
り
の
公
共
機
関
、
サ
ポ
ー

ト
シ
ョ
ッ
プ
を
知
り
た
い
人
は
芸
術
祭
実
行

委
員
会
ま
で
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ウ
ェ
ブ
上
で
も
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。http://w

w
w
.hayam

a-artfes.net/

問
合
せ　

葉
山
芸
術
祭
実
行
委
員
会

　

�
� 
八
七
七
―
一
四
四
一

　

週
四
日
（
三
〇
時
間
）
働
け
る
人
を
募
集

し
ま
す
。

募
集
職
種
・
人
数

　

港
湾
事
務
と
港
内
清
掃　

一
人

資
格　

小
型
船
舶
免
許
二
級
以
上
所
持
、
普

通
自
動
車
免
許
を
有
す
る
二
〇
〜
五
五
歳

ま
で
の
人

受
付
期
間　

　

四
月
一
日（
日
）〜
十
五
日（
日
）

試
験
日　

後
日
、
本
人
に
連
絡
し
ま
す

採
用
期
日　

平
成
十
九
年
五
月
一
日（
火
）

申
込
み
・
問
合
せ　

履
歴
書
持
参
か
郵
送
で

〒
二
四
〇－

〇
一
一
二　

堀
内
五
〇
番
地

葉
山
港
港
湾
管
理
事
務
所

　

�
八
七
五－

一
五
〇
四

第
十
五
回
葉
山
芸
術
祭

第
十
五
回
葉
山
芸
術
祭

▲森山神社の青空アート市

　

昨
年
ま
で
は
「
み
ど
り
の
日
」、
も
と
も
と

は
「
天
皇
誕
生
日
」
で
し
た
。

　

大
正
十
五
年
、
葉
山
御
用
邸
付
属
邸
で
ご

静
養
中
の
大
正
天
皇
が
十
二
月
二
五
日
に
崩

御
さ
れ
、
直
ち
に 
践  
祚 
の
義
が
執
り
行
わ
れ

せ
ん 

そ

「
昭
和
」
が
「
葉
山
」
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

◆
記
念
式
典
、
記
念
植
樹

日
時　

四
月
二
九
日
（
日
祝
）

　

十
時
四
〇
分
か
ら

場
所　

葉
山
し
お
さ
い
公
園

（
旧
葉
山
御
用
邸
付
属
邸
跡
地
）

●
葉
山
御
前
太
鼓
、
お
囃
子

●
葉
山
ロ
イ
ヤ
ル
ワ
イ
ン
試
飲

※
参
加
自
由
・
葉
山
し
お
さ
い
公
園
無
料
開
放

◆
記
念
樹
配
布
…
①

配
布
場
所　

葉
山
し
お
さ
い
公
園

配
布
本
数　

一
〇
〇
本
（
一
世
帯
一
本
）

◆
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

第
一
部
…
②

時
間　

十
四
時
か
ら
（
十
三
時
半
開
場
）

場
所　

福
祉
文
化
会
館
ホ
ー
ル

　

女
声
合
唱
団
と
児
童
合
唱
団
、グ
ル
ー
プ
サ

ウ
ン
ズ
な
ど
昭
和
時
代
の
歌
や
遊
び
を
再
現

第
二
部
…
③

　

昭
和
を
思
う
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト

※
詳
細
は
、
回
覧
板
・
新
聞
折
込
み
に
よ
る

チ
ラ
シ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
、
希
望
の
イ
ベ
ン
ト
名
（
記
念
樹

配
布
、
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
（
第
一
部
・
第

二
部
）
を
書
い
て
、
企
画
調
整
課

締
切　

①
〜
③
四
月
十
六
日
（
月
）

　

消
印
有
効
（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

葉
山 
主  
馬  
寮 
跡
地
を
公
園
に

し
ゅ 

め 
り
ょ
う

　

広
大
な
主
馬
寮
跡
地
を
町
民
の
憩
い
の
空

間
と
し
て
、
公
園
に
す
る
た
め
国
等
へ
の
要

望
を
す
る
に
あ
た
っ
て
町
民
の
皆
さ
ん
の
願

い
が
必
要
で
す
。
ぜ
ひ
、
署
名
活
動
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

葉
山
主
馬
寮
跡
地
か
ら
海
へ
、 

山
へ
散
策
路
を

　

将
来
に
わ
た
り
、
葉
山
主
馬
寮
跡
地
公
園

か
ら
、
葉
山
で
こ
そ
の
自
然
が
満
喫
で
き
、

安
心
し
て
散
歩
が
で
き
る
道
の
整
備
を
要
望

し
て
い
き
ま
す
。

　

主
馬
寮
と
は
、
明
治
二
二
年
に
皇
室
典
範

が
裁
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
時
の
宮
内
省
組

織
と
し
て
、
同
省
の
馬
の
飼
育
と
調
教
を
司

ど
っ
た
所
で
す
。
主
馬
寮
跡
地
は
、
大
正
五

年
に
馬
場
と
近
衛
兵
・
宮
内
省
警
備
兵
な
ど

の
宿
舎
も
建
設
さ
れ
、
そ
の
後
、
主
馬
寮
は

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
最
近
ま
で
、
大
蔵
省

保
養
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

問
合
せ　
「
昭
和
の
日
」創
設
記
念
事
業
推
進

会
（
企
画
調
整
課
内
）
�
内
線
三
三
一

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
葉
山
ま
ち
づ
く
り
協
会　

　

�
八
七
六
―
〇
四
二
一

「
昭
和
の
日
」四
月
二
九
日

�葉山芸術祭のマーク

非
常
勤
職
員
の
募
集


